
婦人相談員（非常勤嘱託職員）を募集 

 

●採用予定者  婦人相談員（非常勤嘱託職員） １名 

 

●仕事内容 ＤＶ被害者などからの相談や一時保護への対応、関係機関と連携し

た自立支援などの被害者支援に関する業務、その他配偶者暴力相談

支援センターに関する業務等 

 

●応募資格   男女共同参画社会の形成についての理解があり、かつ、婦人相談員

の職務を行うに必要な熱意と識見を持つ方で、次のいずれかに該当

する方 

        ①女性及び家庭に関する相談業務の経験のある方 

        ②社会福祉主事として福祉事業に従事したことがある方 

        ③社会福祉士の資格を有する方 

        ④精神保健福祉士の資格を有する方 

 

１．試験日時  平成２３年５月７日（土）午前９時３０分（９時２０分集合） 

  ・会場   伊丹市役所７階 第７会議室  

          伊丹市千僧１丁目１番地 

          （市役所南側地下１階入口よりお入りください） 

    

２．試験内容  作文（８００字、６０分）及び面接 

 

３．応募方法  

（１） 応募受付期間・時間  

 平成２３年４月１９日（火）～４月２８日（木） 

午前９時から午後５時３０分（土・日曜を除く） 

  （郵送申込みも可。下記宛先まで４月２８日（木）必着） 

（２） 応募用紙配付及び応募受付場所・お問合せ 

 伊丹市総務部人材育成室人事研修課（市役所２階） 

 〒６６４－８５０３ 伊丹市千僧１丁目１番地   

ＴＥＬ.０７２－７８４－８０１６（直通） 

（３） 応募に必要な書類 

①伊丹市嘱託職員採用試験受験申込書（市指定のもの） 

市のホームページからダウンロード・印刷可能です。 

②写真（縦４cm×横３cm）２枚（１枚は受験申込書に張り、もう１枚は張ら

ずに提出のこと。） 

 

 

  （ウラに続く）       



③返信用封筒１枚（郵送申し込みの場合は２枚） 

（定型の封筒に８０円切手を貼付し、応募者の宛先、宛名を明記の 

こと。） 

④社会福祉士または精神保健福祉士の資格証の写し（応募資格による） 

 

４．勤務条件   ①勤務時間   週４日・３０時間  

    ②月額報酬   １４８，８００円  

       （別途、市規定により６月・１２月に割増手当を支給） 

③その他   市規定による通勤手当、休暇制度があります。 

    

 ５．勤務場所   伊丹市役所 

  

 ６．嘱託期間   平成２３年５月２３日から平成２４年３月３１日 

          ※ 但し、採用日は早まることがあります。 

※ 期間終了後に更新することがあります。 

 ７．そ の 他  

・申込書等の記載事項に不正があったときは、合格を取り消します。 

・受験に際しての提出書類は返却しません。 

・この嘱託職員の採用は、伊丹市の正規職員の採用とは無関係であり、正規職

員採用の際に優先されるものではありません。 
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阪急／ＪＲ伊丹駅より「伊丹市バス」で約１０分
　『昆陽里』行で「市役所前」下車
　『裁判所前経由西野武庫川センター前』行で、「裁判所前」下車
　『裁判所前経由第三師団・交通局前』行で、「裁判所前」下車

試験会場案内図

試験当日は、南側地下１階
入口よりお入り下さい

 


